
本荘・大江事業場、病院事業場 過半数代表者選出信任投票 

投票期間 : 11 月 10 日(水)午前 9時 〜 16 日(火)午後 4時まで 

 組合推薦の 中村 直子氏 石原 光浩氏 を支持してください
 熊本大学で働く労働者の過半数代表者選出信任投票が行なわれています。 

過半数代表者は、就業規則の変更に関して意見を述べ、36協定に代表される労使協定の締結、

労働安全衛生法に基づく委員の推薦などの権限等が与えられ、教職員の労働条件を決定する重

要な役割をもっています。また、超勤時間、年休取得日数の情報提供を求め現状を分析し、改

善に向けて大学側へ意見を述べています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合は、職場環境･労働条件の改善を目指し、過半数代表者を支援しています。組合推薦の

候補者お二人からのひとことを紹介します。 

熊本大学と雇用関係にある職員全員 (10 月 1日在職する正規職員、有期雇用職(フルタイム・

パート職員)、再雇用職員)が有権者です。ただし、学長・理事・監事・非常勤講師・TA・

RA・医員(パートタイム職員の大学院生) ・派遣の方は除きます。 
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本荘・大江事業場 中村 直子  技術部 生命資源研究・支援センター 技術専門職員 

2021 年 度熊本大学教職員組合医学部支部書記長 

 本荘・大江事業場の労働者代表として過半数代表者選挙に立候補いたしました技術部 生命科学系

技術室（配属先：生命資源研究・支援センター）に勤務しております中村直子です。 

 2019 年に発生した新型コロナウイルス感染症は世界中の生活様式と働き方を一変させました。こ

の間、熊本大学の職員は、新型コロナウイルス感染拡大の中であっても、在宅勤務、時差出勤、オ

ンライン会議、遠隔授業、感染に配慮した実習・対面講義などの新しい形の働き方へ次々と対応し

ながら教育、研究、安定した医療体制の提供に努めてきました。現在、日本国内においては、感染

対策を伴う生活が普通になったことやワクチン接種など様々な要因の相乗効果で少し落ち着いた状

況になっていますが、一方では、原油をはじめとする様々な商品価格の急上昇や気候変動問題な

ど、大学と大学職員の生活を脅かす懸念材料に溢れています。 

 本荘・大江事業場の皆様は、年に最低 5日の年次有給休暇が取得できていらっしゃるでしょう

か。また、熊本大学は働きがいがある職場だと感じていらっしゃるでしょうか。ぜひお声をお聞か

せください。社会の様々な変化が熊本大学と熊本大学職員の皆さんへ及ぼす悪影響が少しでも小さ

くなることを目指します。 

 過半数代表者として、労働者が不利益を被ることなく安心して働ける労働環境を守れるよう、他

の事業場の過半数代表者の方々とも連携を図りながら職場の現状を把握し、使用者へ意見を述べて

いきます。教育、研究、医療において、学生の皆さんや地域の皆さんが魅力を感じてくださるよう

な大学となるためのお役に立ちたいと考えております。 

 最後になりますが、投票のお願いと、事業場の皆様からの過半数のご支持をどうぞよろしくお願

いいたします。 

 

 

Web 投票方法（本荘・大江事業場、病院事業場は Web 投票です）  

熊本大学ポータル<http://uportal.kumamoto-u.ac.jp/>にログインし、画面左側のお知らせ欄か

ら【過半数代表者選挙について】を選択すると投票用紙が表示され投票できます。 

熊本大学ポータルには個人のスマートフォンやタブレット端末からもログインできます。  

 

病院事業場 石原 光浩       医療技術部 病理診断科 臨床検査技師 

2021 年度 熊本大学教職員組合医学部支部支部長 

 病院事業場の過半数代表者に立候補いたしました病理部の石原光浩です。 

過半数代表者の役割として、就業規則に対して意見を述べたり、労使協定を締結などの重要な責

務があります。 

 就業規則の新設・改正については、改悪を許さず労働者が安心して働ける環境と条件を守り抜

くために、労働者の代表として大きな発言権をもち積極的に意見していきます。また、改悪とな

るような場合には十分な説明、開示を要求いたします。また、労働者代表は、法定労働時間を超え

る超過勤務について使用者側と協議し協定する「３６協定」についてその締結の責任を担います。

2019 年度に働き方改革関連法が施行され２年が経過し労働者の立場が見直される中、特に５日間

の有給休暇取得が義務化された一方、現場では人員不足による業務負担などの問題が以前にも増

して見受けられます。さらに医師の働き方改革が 2024年度に迫る中、さらなる業務負担が予想さ

れています。使用者は、36協定遵守に努めそれができないような労働環境や人員構成をあらため

る責任があります。その責任をしっかりと果たしていくように意見することが労働者代表の役目

だと思っています。労働者代表に選出されたならば、病院事業場で働く全ての労働者を代表して

積極的に意見集約等に努め現状を把握し、他の事業場の過半数代表者と協力しながらその責務を

果たしていきたいと考えています。 

 最後に、病院事業場の投票へのご協力と労働者の過半数からの支持を得られますようよろしく

お願い申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


